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①地球温暖化対策
– 京都議定書目標達成計画（Ｈ17.4策定）の見直し

• 平成１９年 ６月頃：社整審・交政審による中間とりまとめ

• 平成２０年 ３月頃：新たな目標達成計画の策定

②その他（自然環境保全等、循環型社会構築に係る施策）

– 国土交通省環境行動計画（Ｈ16.6策定）の見直し

• 関連施策の進捗・展開を分析（国土交通省政策評価と一体的に実施）

• 中長期的な課題等を整理し、 近の諸情勢を踏まえつつ、今後の施策
を審議

• 地球温暖化対策については、京都議定書目標達成計画の見直し結果
を反映

• 政策評価結果（平成１９年度中にとりまとめ予定）を踏まえ、平成２０年
度夏頃までに見直し予定

社整審・交政審における今後の審議の進め方

１



○ 国土交通省は、「人々の生き生きとした暮らしとこれを支える活力のある経済社会、日々の安全、美しく良好な環境、多様性
ある地域を実現するためのハード、ソフトの基盤を形成すること」を使命として、国土の総合的な利用・開発及び保全、社会資本
の整備並びに交通政策を推進している。

○ 美しく良好な環境の保全・再生・創造は、国土交通行政の 重要テーマの一つである。
○ 大量生産・大量消費を中心とした社会システムから、循環型・自然共生型の持続可能な社会システムへの変革を図ることが

必要不可欠であり、社会システムの見直しを視野に入れつつ、国土交通行政の環境面からの改革を進めることが必要。

国土交通省環境行動計画 （平成１６年６月策定）

環境の保全・再生・創造は国土交通行政の本来的使命

基 本 的 な 考 え 方

①行政の全段階を通じた環境負荷の低減
環境の保全・再生・創造を目指して、構想段階及び計画段階から 終段階に至るまで、国土交通行政の全段階を通じた環

境負荷の低減を促進する。

②広域・流域の視点の重視
個別の対策を図るだけでは限界があり、共通目標のもと、広域・流域の視点から、環境改善対策を総合的に検討する。

③施策の総合的・集中的投入
個々の事業の実施において個別に対応するだけではなく、目標を有し、各主体が参加して総合的な計画を樹立し、それに

従って各種施策を効果的に組み合わせ、集中的に投入していく。

④国民各界各層との連携・協働と情報の共有化の促進
市民、ＮＰＯ、企業等国民各界各層との連携と協働の体制を確立し、目標を共有するとともに、個々の施策の実施に当たっ

ては、その社会的な費用と効果を十分に分析し、国民の理解と参加を得ながら実施する。

４つの視点
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国土交通省の主な環境施策

良好な自然環境の
保全・再生・整備

～生物多様性に資する取組み～

運輸部門
○自動車交通対策
・自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化

・交通円滑化対策、道路整備

○環境負荷の小さい交通体系の構築

・物流の効率化
・公共交通機関の利用促進

民生部門（住宅・建築物）
・住宅・建築物の省エネ性能の向上

一酸化二窒素対策
・下水汚泥の高温燃焼（850℃）

吸収源対策
・都市緑化等の推進

• 里地里山の保全・活用

• 良好な河川・海岸環境の保全・再生・
整備

• 藻場・干潟等の保全・再生・創出

• 海洋汚染への対応

• 健全な水・物質循環系の構築

• 世界水フォーラム・アジア太平洋水サ
ミット

• 水環境改善の取組み

• 計画決定プロセスにおける環境の内
在化

• 環境教育

• 建設副産物に関するリサイ
クルの取組み

• 交通分野におけるリサイク
ルの取組み

• 下水道施設を活用した資
源・エネルギー循環システ
ムの構築

• 国内及び国際間における
循環資源物流システムの構
築

• 海面処分場の計画的な確
保

•環境的に持続可能な交通（EST)の実現
•地域公共交通の活性化及び再生
•ヒートアイランド対策
•コンパクトなまちづくり

各部門の地球温暖化対策

・交通環境分野におけるアジアを巡る国際連携の強
化

・船舶版アイドリングストップの推進
・社会資本分野におけるCDMの推進
・観測・監視体制の強化

施策の集中的・総合的投入

地球温暖化対策の国際連携

地球温暖化対策

健全な自然環境の確保

水・物質循環系の構築

自然環境確保の仕組み

リサイクルの取組み

資源・エネルギー
の循環・適正廃棄

循環型社会構築
のための取組み
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地球温暖化対策

４



1,300

1,200

1,100

1,000

（百万トンCO2）

－0.６％

京都議定書削減約束
（2008年～2012年）

2004年度

排出量
基準年排出量
（原則1990年）

8.7%の排出

削減が必要

2005年度
排出量(速報値)

13億6,400万トン
（＋8.1%）

12億6,100万トン

13億5,500万トン
（+7.4%）

吸収源対策で3.8%

京都メカニズムで1.6%
を確保。

原発の利用率
低下による
一時的影響
(+4.6%）

(+5.8%）

－６％

我が国の温室効果ガス排出量我が国の温室効果ガス排出量

• 2005年度（速報）における我が国の排出量は、基準年（1990年度）比8.1％上回る。

• 議定書の６％削減約束の達成には、8.7％の排出削減が必要。
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• CO2排出量は２００５年度（速報値）で、１２億９，７００万トン。基準年（１９９０年度）比１３．３％増。

• 産業部門では基準年比で減少する一方、業務その他、家庭、運輸部門では基準年比で増加。

７４百万トン
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164百万t

127百万t

85百万t

68百万t

産業部門（工場等）

運輸部門（自動車・船舶等）

業務その他部門（商業・ｻｰﾋﾞｽ・事務所等）

家庭部門

工業プロセス・廃棄物焼却等

エネルギー転換部門（発電所等） 74百万t
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（※）目標達成計画における目標値は、平成１８年８月３０日に環境省が公表した割当量報告書による
差し替え前の数値を基準としているため、基準年比が合わないものがある



• 2001年度以降、運輸部門からの排出量は減少傾向を示している。

• 貨物自動車は１９９６年度をピークにして減少、自家用乗用車は２００１年度をピークに減少
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自家用乗用車

その他輸送機関
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250
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-5.6%

+40.7%
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+7.6%

+21.8％
+1.2%

+9.6％
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2005年度（速報値）

○トラック輸送の効率化
・トラックの大型化や自営転換の進展

車両総重量24～25tの車両の保有台数
8万台(2002年度)→11万台（2004年度）

トラック全体に占める営業用トラック
の輸送量割合
77.2%（1997年度）→86.1%（2004年度）

○乗用車の燃費の改善
・トップランナー基準による燃費改善
・自動車グリーン税制（2001年度～）の効果

低公害車登録台数は約968万台。
自家用乗用車登録台数
約3500万台（1990年度末）

→ 約5600万台（2004年度末）

1990  91 92         93       94         95          96      97         98         99     2000       01         02       03         04   05 06 07         08          09     2010      

運輸部門における運輸部門におけるCOCO２排出量２排出量
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運輸部門

自動車単体対策
及び走行形態の

環境配慮化
約８２０万ｔ

交通流対策
約５１０万ｔ

物流の効率化
約８４０万ｔ

公共交通機関
の利用促進等

約２８０万ｔ

環境負荷の小さい交通体系の構築

約２，４５０万ｔ-CO2 削減
※2002年度からの目標値

トップランナー基準による削減量
約２，1００万ｔ-CO2削減
※1998年度からの目標値

自動車交通対策

（国土交通省以外の担当分野を一部含む）

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

約3400万ｔ
CO2削減

一酸化二窒素（笑気ガス）対策

下水汚泥の高温燃焼（８５０℃）
約130万ｔ
CO2削減

産業部門

建設施工分野における低燃
費型建設機械の普及

約20万ｔ
CO2削減

温室効果ガス吸収源対策

都市緑化等の推進
約28万ｔ

CO2吸収

クリーンエネルギー自動車を含
む低公害車の普及促進
エコドライブの普及促進
バイオマス燃料

鉄道、海運へのモーダルシフト
自動車輸送の効率化
国際貨物の陸上輸送距離削減

ＩＴＳの推進
路上工事の縮
減等

鉄道等新線の整備
既存鉄道・バスの利用促進
通勤交通マネジメント 等

住 宅： 約850万ｔ 建築物：約2550万t
・一定規模以上の住宅、建築物の新築・増改築・大規模修繕時等
における届出の義務付け等（省エネ法改正）
・住宅金融公庫融資・証券化ローンの枠組みの活用
・日本政策投資銀行融資、税制等による支援 等

建築物建築物

住 宅住 宅

民生部門（住宅・建築物）

道路整備

幹線道路ネット
ワークの整備
ボトルネック対策

従来から進めてきてい
る施策であり、2010年
のCO2排出量算定の

前提

国土交通省の地球温暖化対策国土交通省の地球温暖化対策
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約１３０万tの削減

約８０万tの削減

○ 大型トラック（車両総重量8トン
以上又は 大積載量5トン以上）
に対し、90km/h以上で走行でき

ないようにする装置を義務付け。
＜CO2排出削減効果＞

31.5～66.6万トンCO2
※17年度、速度抑制装置による高速

道路における排出削減効果（推計）

EMS用機器の導入

費用の一部を補助

エコドライブの普及促進等 大型トラックの 高速度抑制

輸送用燃料におけるバイオマス由来燃料

約３００万tの削減 約１３０万tの削減

＜バイオマス・ニッポン総合戦略
（平成18年3月31日閣議決定）＞

バイオマス輸送用燃料の利用の促進
・国が導入スケジュールを示し、利用に必要な環境

を整備
① 利用設備導入に係る支援
② 利用状況等を踏まえ、海外諸国の動向も参考と

しつつ、多様な手法の検討
○ これを受け、生産体制、供給体制、安全・環境

性能の検証について政府全体で検討中。

クリーンエネルギー自動車の普及促進

○自動車運送事業者等へのエコドライブ管理
システム（EMS）の普及によるエコドライブの推進

◎エコドライブ
10のすすめ

自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化（対策例）自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化（対策例）

○燃費改善効果
１５％程度燃費が改善

（例） 燃費が10ｋｍ／Ｌの車の場合, 
11.5ｋｍ／Ｌに １４０円／Ｌのガソリ
ンが１２２円／Ｌに （リッター当たり
18円お得）

９

○ 自動車グリーン税制
（2001年度から実施、1017万台(05年度までの累計)対象）

・電気自動車（燃料電池自動車を含む。）、CNG自動車、ハイブ
リッド車などの低公害車や低燃費かつ低排出ガス認定車(LPG自
動車を含む。）に対し、自動車税(税率を概ね50%軽課等)、自動車
取得税(税率2.7％軽減等)を軽減。

○ 次世代低公害車開発・実用化促進事業（2002年度から）
・ディーゼルに代替する「次世代低公害車」の開発・実用化を促進
することを目的として、車両を試作し、公道走行試験を実施する等
により技術基準の整備等を行う。

上記の他に、サルファーフリー燃料の導入及び対応自動車の導入で約１２０万トン（経済産業省）、環境に配慮した自動車使用の促進で約６０万トンの削減（経済産業省）



＜自動車グリーン税制による軽減措置＞
○自動車の燃費性能・排出ガス性能に応じて、平成１３年度よ
り自動車税のグリーン化等の軽減措置を実施。
○平成１８年度税制改正で自動車税のグリーン化等を２年間
延長し、さらに、燃費基準を達成した重量車においては、新た
に軽減措置を実施。

○ １９９９年のトップランナー基準の策定以降、自動車メー
カーの積極的な取組及びグリーン税制等の効果により、２００
４年度末現在、約８割以上（出荷ベース）のガソリン自動車が
２０１０年度燃費基準を達成。
○ ２００４年度において、１９９５年度と比較して約２２％燃費
性能が改善。

＜ガソリン乗用車の新車平均燃費値の推移＞
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※上の図の燃費値は、１０・１５モード法により測定した燃費値

・乗用車、小型バス、小型貨物車を対象。
・目標年度は、２０１５年度。
・この基準が達成された場合、２０１５年度の乗用車の燃費
は、２００４年度と比較して２３．５％改善。

・新基準はこれまでの改善（９５→０４年度：約２２％改善）
を上回る改善を求める厳しい水準。

乗用車等の新しい燃費基準案の策定にむけて
（本年７月を目途に策定）

・軽油を燃料とする車両総重量３．５トン超の貨物自動車
及び乗車定員１１人以上の乗用自動車を対象。

・目標年度は２０１５年度。
・この基準が達成された場合、２０１５年度の重量車の燃

費は、２００２年度と比較して１２．２％改善。
・世界で初めて重量車（トラック・バス等）の燃費基準を策

定。

重量車（トラック・バス等）燃費基準の策定

トップランナー基準による自動車の燃費改善トップランナー基準による自動車の燃費改善

１０

約２,１００万ｔの削減（１９９８年度からの目標値）



ディーゼル重量車の排出ガス規制値の比較
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世界 高水準の排出ガス規制

次世代低公害車の開発・実用化の促進

排ガス検査の高度化使用過程車対策の充実・強化

自動車排出ガス対策の充実・強化自動車排出ガス対策の充実・強化

○非接触式NＯx測定機器(RSD:
リモート・センシング・デバイス)
による測定結果を活用した啓
発・指導事業を実施

○市場抜き取り方式による使用
過程車の排出ガス試験を実施
し、通常の使用状況下で排出
ガス性能が維持されていない
自動車について、その要因を
分析する。

○PMに係る排ガス検査
において、黒煙だけで
なく青煙等も計測でき
るオパシメータを全国
の車検場に導入し、
検査の高度化を図る。

○さらに、NＯx検査導入等の排出ガス検査の高度化に向けたNＯx
等の検査方法の開発に取り組む。

①自動車排出ガス規制については、2005年（平成17年）10月から、従
来の規制レベルに対してＮＯｘを41％、ＰＭを85％低減（低減率はい
ずれもディーゼル重量車の例）させた世界で も厳しいレベルの新
長期規制を実施している。

②2009年（平成21年）には、ＮＯｘ・ＰＭについて、より厳しい、世界
高レベルの排出ガス規制（ポスト新長期規制）を導入する予定。

③このほか、三大都市圏においては、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく使
用過程車への規制を環境省と連携して行っている。

④また、排ガス性能に優れた低公害車の導入を支援するため、補助金、
グリーン税制等の税制優遇措置、低利融資などの措置を行っている。

低公害車普及促進対策費補助

反射板RSD本体

ナンバー読取装置

表示板

RSDの設置例
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○水と緑と自転車のみちづくり

・道路に緑を増やし、厳しい暑さから歩行者を守る舗装を敷設する
とともに、違法駐車をなくし、自転車で楽しく走れる環境を提供
することにより、環境負荷の低減を図りつつ、市民に心地よい
道路空間を提供。

・道路に緑を増やし、厳しい暑さから歩行者を守る舗装を敷設する
とともに、違法駐車をなくし、自転車で楽しく走れる環境を提供
することにより、環境負荷の低減を図りつつ、市民に心地よい
道路空間を提供。

【首都高速】ＥＴＣ利用率と渋滞量の関係
［本線料金所合計］
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○高度道路交通システム（ITS）の推進

・ETCの普及促進により、料金所渋滞の解消や料金所周辺の
環境改善等の効果が発現。

・VICSの普及促進により交通が円滑化して走行速度が向上し、
CO2排出量の削減等の環境改善効果が発現。

・ETCの普及促進により、料金所渋滞の解消や料金所周辺の
環境改善等の効果が発現。

・VICSの普及促進により交通が円滑化して走行速度が向上し、
CO2排出量の削減等の環境改善効果が発現。

ＶＩＣＳ対応カーナビのディスプレイ
(赤線が渋滞を表示)

・渋滞損失時間や主要渋滞ポイントなど実測データに基づき､優先的
な取組みが必要な箇所を抽出し､効率的・効果的な渋滞対策を実施。

・渋滞損失時間や主要渋滞ポイントなど実測データに基づき､優先的
な取組みが必要な箇所を抽出し､効率的・効果的な渋滞対策を実施。

○緊急対策踏切等の対策
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交通円滑化事業実施箇所

重点対策区間

区 間 数

＜渋滞ポイント対策の種類＞

・バイパス整備

・交差点立体化

・現道拡幅・多車線化

・右左折レーン等設置

・交差点改良

開かずの踏切：ピーク1時間あたりの遮断時間が40分以上の踏切
自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切：自動車の踏切交通遮断量が5万台時/日以上の踏切

整備前後でのJR阪和線（長居南1踏切）の状況

定義

＜対策実施事業例：JR阪和線連続立体交差事業（大阪府）＞

・踏切遮断による渋滞でCO2排出量が多い「開かずの踏切」 や
「自動車ボトルネック踏切」などの緊急対策踏切の除却を推進。

・踏切遮断による渋滞でCO2排出量が多い「開かずの踏切」 や
「自動車ボトルネック踏切」などの緊急対策踏切の除却を推進。

＜優先的に対策すべき箇所の抽出＞

○主要渋滞ポイントの対策

○首都圏環状道路の整備

交通円滑化対策、道路整備交通円滑化対策、道路整備

《現 況》 《平成20年代半ば》

・平成20年代半ばまでに全体の約9割が完成することにより、都心に
集中する放射道路を相互につなぎ、通過交通の排除、交通の分散
などの環状道路としての機能を概ね発揮。

・平成20年代半ばまでに全体の約9割が完成することにより、都心に
集中する放射道路を相互につなぎ、通過交通の排除、交通の分散
などの環状道路としての機能を概ね発揮。

《出典》国土交通省

【首都高速】ETC利用率と渋滞量の関係

〔本線料金所合計〕

ビル

民地

遮
音
壁
緑
化

保水性舗装 保水性舗装 保水性舗装 保水性舗装

散水 散水

民地樹木の
活用・管理

緑化の推進
公共施設（遮音壁、
高架橋上下、壁面等）
の緑化により熱環境、
景観の向上を図る

ヒートアイランド対策
温度低減効果を有する
舗装（保水性舗装等）に
よる都市熱環境の改善

駐車対策
駐車場整備、
違法駐車対策

自転車の活用
自転車が利用しや
すい走行空間等
の整備を進める
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海運グリーン化総合対策 トラック輸送の効率化 鉄道貨物へのモーダルシフト

約８０万tの削減約５１０万tの削減
○ インフラ整備、新型高性能

列車導入等の輸送力増強支援

○ 環境にやさしい鉄道貨物輸送
の認知度向上推進（エコレール
マークの普及・推進等）

これらの制度により、物流の効率化を総合的に促進

小口荷物積合せによるコンテ
ナ共同輸送方式の採用

荷主別ラックの活用とトラック
大型化により多数荷主の幹線
輸送を共同化

○ 車両の大型化、トレーラー化
○ 車両総重量：２４ｔ～２５ｔ

８万台（２００２年度）
→１１万台（２００４年度）

○ 営自率の向上
77.2%→86.1%

○ 積載効率の向上

グリーン物流パートナーシップ会議 省エネルギー法流通業務総合効率化法

物流の効率化（対策例）物流の効率化（対策例）

１３

約１４０万tの削減

スーパーエコシップ貨物船（１番船）「新衛丸」

○ 内航海運活性化によるモーダル
シフトの推進

○ 省エネ型船舶・設備の導入の支援

○ スーパーエコシップ等新技術の
開発・普及促進施策

国際貨物の陸上輸送距離削減

約１１０万tの削減

○国際海上コンテナターミナル等
の整備

石狩湾新港

苫小牧港

北米

73km

製紙工場（江別市）33km

４万Ｄ/Ｗ

３万Ｄ/Ｗ

整備前ルート

整備後ルート

石狩湾新港

苫小牧港

北米

73km

製紙工場（江別市）33km

４万Ｄ/Ｗ

３万Ｄ/Ｗ

整備前ルート

整備後ルート

港湾の適正配置による陸上輸送距離の低減



環境性能に優れた船舶の普及促進実海域性能の評価技術

現在まで未だ存在していない実海域性能の
評価技術の確立により、性能面の課題と対
策が明確化され、更なる環境技術の向上に
寄与

評価指標に基づく性能認証(燃費等)を市場
調達の判断基準、環境インセンティブ付与等
に活用することにより、環境に優れた船の普
及促進が期待され、海運のグリーン化に寄与

優良な技術が市場(製品性能)・社会(環境保
全)に認められることにより、継続的な技術の
創出が期待され、海事産業のみならず産業
全体(円滑・効率的な移動)の発展に寄与

継続的な技術の創出による産業活性化

○環境に優れた船舶の普及促進による海運のグリーン化
○技術(性能評価)が技術(環境対策)を創出するシステムの構築による産業全体の活性化
○外航海運（現在京都議定書適用外）のグリーン化、議定書適用に向けての環境整備

○実海域では、波・風・潮流等が船舶の運航性能に多大な影響（船速低下、燃費増等）を及ぼす。
○海運分野における地球温暖化対策が国際的に高まる中、詳細未解明の実海域での運航性能

(実海域性能)向上の環境面での潜在性が期待される一方、これを評価する指標が不在。
○実海域性能は、激しい国際競争の中にある日本の海事産業が優位性を持つ技術分野。

現 状

目 標

船舶の実海域性能を評価する技術・指標の確立(海の10モード性能評価指標)
従来から行われている平水中での運航性能に加え、風・波・流れの共存する実海域での運航性能を含む船舶の総合的な運航性
能について、現状では困難な実運航前の計画段階で把握するため、水槽試験とシミュレーション計算のハイブリッド評価技術及
びこれを評価する指標(燃費性能等)を確立する。

必要な技術等

海運グリーン化と産業活性化を目指す新技術（海の海運グリーン化と産業活性化を目指す新技術（海の1010モード）モード）

１４



船舶版アイドリングストップの推進

接岸中の船舶が必要とする電力を、船内発電から陸上施設による供給に切り替えること（船舶版アイドリング
ストップ）を推進することにより、港湾地域におけるCO2、SOX等の排出ガスを削減し、大気環境の改善を図る。

【船舶版アイドリングストップのイメージ】

配電盤

受電設備

ケーブル

陸上電源

受・送電施設

ＣＯ２等

陸側接続盤

受・送電施設 陸上電源

ケーブル

船側接続盤

①今年度実施した接続実験等の検討結果を踏まえ、平成19
年度に環境省等と連携して大容量の通電実験を実施。 ②
安全性等を考慮した陸上電力供給施設の整備・運用に係る
手引書を作成。

→国際規格を作成しているISO等の議論に反映

① 船舶等により排出される大気汚染物質の削減を目的と

して船舶のアイドリングストップ（陸上施設による電力供
給）等の施策を推進。

② 中国船をはじめ一部の大型コンテナ船に対する陸上電

力供給を実施中。

施策の効果

日本国内の全内航船がアイドリングストップを実
施した場合、東京ドーム約400個分に相当する年
間100万トン程度のCO2が削減可能 等

ロサンゼルス港の動き

国際海事機関（IMO）等の動き

昨年３月に開催されたIMO海洋環境保護委員会(MEPC)に
おいて、船舶からの大気汚染防止の観点からアイドリング
ストップの必要性が議論。昨年10月に開催されたMEPCに
おいて、まず陸上電力供給施設の国際規格を作成すること
とし、その作業を国際標準化機構(ISO)に委ねることが合意。
→本年夏頃に国際規格の草案が完成予定

国土交通省の対応
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○ ２００３年度～２００５年度
までに開業した都市鉄道新線

約１８０万tの削減

約８５万tの削減

○ ＩＴ技術の活用
・ICカード乗車券は、平成１８年

４月現在、２５鉄道事業者、３０バ
ス事業者で導入済み。

（例） Webサイトを活用したTFPと「あいかんサミット」
による愛知環状鉄道利用促進のための
ECO通勤推進調査事業

通勤者への普及･啓発

共同通勤バスの運行実験

Web利用のTFP（Travel Feedback Program)システムを活用した
TDM（交通需要マネジメント）実験

鉄道等新線の整備
既存鉄道・バスの利用促進既存鉄道・バスの利用促進

通勤交通マネジメント他通勤交通マネジメント他

○ＮＥＤＯによる民生部門等地球温暖化対策
モデル評価事業

平成１８年度は、現在までに１８件の事業実施を決定

○ ＬＲＴ整備の促進

◇富山ライトレール(全長約8ｋm)
(平成18年４月29日開業)

◇他に、全国では、宇都宮市、堺市
等においてLRT整備が構想され
ている。

＜開業キロ＞
１３路線
約１４４キロ開業

つくばエクスプレス
(平成17年8月24日開
業)

○鉄道とバスとの乗り継ぎ利便性向上
広島電鉄宮島線と、新興団地などを結ぶ広電バス、

および廿日市市内を循環する市営さくらバスとの乗り
継ぎ利便向上。

富山駅

ＪＲ北 陸 本線

○ 公共交通機関の利便性向上

・ バスロケーションシステムの導入

全国で４，６８３系統において導入済み。

（２００５年３月時点）

・ ノンステップバスの導入
全国で６，９７４台導入済み。
（２００５年３月時点）

※新規に軌道を敷設した区間

＜富山ライトレール路線図＞

公共交通機関の利用促進公共交通機関の利用促進等等（対策例）（対策例）

１６上記の他に鉄道のエネルギー消費効率の向上で約１０万トン削減、航空のエネルギー消費効率の向上で約１０万トン削減



住 宅

改正省エネ法（改正省エネ法（H11H11、、H1H1４、４、H1H1７）７）

住宅ローンの優遇による誘導
地域住宅交付金の活用
環境共生住宅市街地モデル事業 等

住宅性能表示制度の普及推進

先導的技術開発の支援

日本政策投資銀行の融資、税制等による支援

総合的な環境性能評価手法（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及

法律法律

性能評価性能評価

融資・補助融資・補助

技術開発技術開発

建築物の省エネルギー措置の具体例

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

建築物の省エネルギー措置の具体例

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱
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機械室

建築物の省エネルギー措置の具体例
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◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱
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ダクト

EV

機械室
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（コア部分）

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール

→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

＜実現のための施策＞

建築物の省エネルギー対策により、2010年において

建 築 物

住宅の省エネルギー対策により、2010年において

グリーン庁舎の整備等 公共建築物公共建築物

断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分断熱工事とする部分

◇天井の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ180mm以上）

（東京における木造戸建住宅の仕様例）
住宅の次世代省エネ基準（現行）

◇窓の断熱

複層ガラス

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

◇その他
気密性に関する基準
日射の進入の防止に関する基準等

◇外壁の断熱
断熱材（グラスウール）
（厚さ100mm以上）

住宅・建築物の省エネ性能の向上住宅・建築物の省エネ性能の向上

約850万ｔ-CO2の削減見込み 約2,550万t-CO2の削減見込み

○一定規模以上の住宅・建築物の新築・増改築、大規模修繕等の際の省エネ措置の届出義務（H14、H17年）

○省エネ基準の強化（H11年）
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住宅

2,000㎡以上の建築物（非住宅）

・新築・増改築の際、省エネ措置に係る事項を所
管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

2,000㎡以上の建築物（非住宅）

・新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措
置に係る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

2,000㎡以上の住宅

・新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措
置に係る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

拡充

○上記届出をした者は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を定期に所管行政庁に報告。（維持
保全の状況が著しく不十分な場合は、所管行政庁が勧告）

建築物

〈改正前〉 〈改正後〉

【省
エ
ネ
措
置
の
努
力
義
務
】

【省エネ措置の届出義務（一定規模以上が対象）】

ストック対策の強化
一定規模（床面積2,000㎡以上）の非住宅建築物の大規模修繕等を行う者に対し、所管行政庁への省エネ措置

の届出を義務付け（改正前は、新築・増改築する者に対してのみ義務付け）
住宅に関する対策の強化

一定規模（床面積2,000㎡以上）の住宅についても、非住宅建築物と同様に所管行政庁への省エネ措置の届出

を義務付け（改正前は、努力義務のみ）

※大規模修繕等：外壁、窓等の大規模の修繕・模様替、空気調和設備等の設置又は大規模の改修
※省エネ措置 ：建築物の外壁、窓等の断熱化、空気調和設備等の効率的な利用

【改正のポイント】

【改正内容】

 

※所管行政庁：建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等

平成18年4月1日施行

改正省エネ法による住宅・建築分野の省エネ対策の強化改正省エネ法による住宅・建築分野の省エネ対策の強化
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住宅性能表示制度の普及推進 総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及

住宅品質確保法による、省エネ性能等住宅
の性能について消費者に分かりやすく表示
する制度（住宅性能表示制度）の普及を推
進。 （2000～）

●住宅性能表示制度の実績
○ 新設住宅着工戸数に占める割合

（2005年度） 15.6％
○累計交付戸数（2006年3月末まで）：

設計住宅性能評価(新築住宅) 66万戸
建設住宅性能評価(新築住宅) 37万戸

住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境へ
の負荷の低減等を、総合的な環境性能として一体的に評
価を行い、評価結果を分かり易い指標として示すシステム
の開発・普及を推進。 （2001～）

CASBEEのイメージ

環境品質･性能環境品質･性能

Q Q (Quality)(Quality)

環境負荷環境負荷
L L (Load)(Load)

仮想境界

BEE=

敷地境界
敷地外への土壌汚染

境界から外部への
騒音、廃熱、排水
など

資源消費、CO2排出など

●地方自治体における環境性能評価の活用

・評価結果の提出義務及び公表

・マンション広告への評価結果表示義務 等

●市場における環境性能評価の活用

・評価結果の自主的な公表によるアピール 等

室内環境
サービス性能
室外環境

エネルギー
資源・マテリアル
敷地外環境

環境性能の表示・評価環境性能の表示・評価
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下水汚泥の高温燃焼による下水汚泥の高温燃焼によるNN22OO削減対策の推進削減対策の推進

○下水汚泥の焼却に伴い、温室効果ガスの一種であるN2Oが発生

○汚泥焼却からのN2O排出量は1990年度比で約94％増加しており、その排出抑制対策を推進

代表的な温室効果ガ
スの一つ。
Ｎ2Oは、燃焼工程や

微生物の働き等により
発生
Ｎ2Ｏの地球温暖化係
数は310

一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）とは？

１１ 310310
Ｎ2Ｏ ＣＯ2

N2Ｏを１削減することは、ＣＯ2を310削減することと同等の効果！

⇔

同等の
温室効果

仮に対策を講じない場合（800℃で燃焼）、Ｎ2Ｏ排出量
のＣＯ2換算は約240万ｔ-ＣＯ2。
対策を講じた場合（850℃で燃焼）、約110万ｔ-ＣＯ2

約130万ｔ-ＣＯ2の削減効果

＜高温燃焼による効果＞

○高温燃焼によるN2O削減効果の見込み

N2O排出量（万t-CO2) 対策なしの場合の
2010年の排出量

　　　　241万t

燃焼の高度化による

第一約束期間の排出量目標

　　　　109万t

削減量

約130万t

下水汚泥焼却量
　　3,060千t

下水汚泥焼却量（見込み）

　　　　　5,582千t

下水汚泥焼却量

　　　4,785千t

1990年の排出量

　　　　85万t

2002年の排出量

　　　163万t

対策なしの場合の
2002年の排出量

　　　　193万t

1990 2004 2010（見込み）

対策なしの場合の
2004年の排出量

203万t

2004年の排出量
165万t

汚泥焼却工程からの
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m
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）

水処理

汚泥処理

その他

燃料

汚泥焼却

電力

＋49％

＋89％

＋45％

＋4％

＋94％

＋35％

＋36％

その他CH4,
N2O
発生

＋54％

処理水量

＜下水道からの温室効果ガス排出量の推移＞
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公共空間、公共公益施
設、官公庁、公的住宅等
について、京都議定書第
１約束期間内に、緑化を
重点的に推進。

●公共空間・公共公益施設・官公庁・公的住宅等の重点的緑化推進

●都心部における「みどりの植生回復プロジェクト（仮称）」

都市部のヒートアイランド現象の緩和、吸収源の確保、集約型都市構造の実現、
そして美しい都市のたたずまいを実現するため、「みどりの植生回復プロジェクト
（仮称）」を推進する。

●都市公園・緑地
保全施策の
充実・強化

２１世紀環境立国戦
略の実現に向けた施策
の充実・強化を図る。

○「２２世紀へのバトン
その先の森づくり（仮称）」の実施

都市部のヒートアイランド現象の緩和を図り
つつ、吸収源対策に資するとともに、次世代
に緑の資産を引き継ぐため、大都市部に
おける森づくりを推進する。

○「わたしから贈る未来への
１本運動（仮称）」の推進

国民一人ひとりが、自宅の庭や共同住
宅のスペース、国公有地や低未利用地
を活用して提供する植樹場所に高木植
栽を行う、国民運動の展開に取り組む。

安全かつ快適な道路交通環
境、道路景観等を創出

河川における植樹、都市山麓グ
リーンベルトの整備などにより
豊かな緑を創出

都市緑化等都市緑化等による吸収源対策による吸収源対策の推進の推進

●全国「みどりの
愛護」のつどい

の全国展開

緑化活動の裾野をさら
に広げるため、国営公
園で開催されてきた同
つどいを全国に展開。

臨海部の廃棄物海面処分場跡
地等を活用して港湾緑地を創
出

都市緑化等は、京都議定書及びマラケシュ合意等に基づき、同議定書３条４項「植生回復」として、森林経営による都市緑化等は、京都議定書及びマラケシュ合意等に基づき、同議定書３条４項「植生回復」として、森林経営による
吸収源３吸収源３..９％とは別枠で、吸収量計上が可能。９％とは別枠で、吸収量計上が可能。

地球温暖化対策として、都市の緑化を進めるためには、その重要性を認識した上での国民一人ひとりの
行動から、政府による支援施策まで、多様な主体による幅広い取り組みの実施が必要。

２１
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交通環境分野におけるアジアを巡る国際連携の強化交通環境分野におけるアジアを巡る国際連携の強化

これまでの交通環境分野の国際連携

アジア：モータリゼーションの急速な進展による環境の悪化

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1971 2002 2010 2030

図１：自動車保有台数の推移百万台 図２：交通分野におけるCO２排出量の推移

中国 東アジア 南アジア

百万トン

○アジアの自動車保有台数はこ
の20年間で激増（図１）
中国13倍、インド８倍、ASEAN ５倍

○交通分野のCO2排出量も急増
（図２）

中国5倍、東アジア７倍、南アジア2.5倍

中国3.5倍、東アジア３倍、南アジア2.5倍

（1971→2002年）

（2002年→2030年:推計）

（出典：IEA World Energy Outlook 2004)(出典：エネルギー経済統計要覧 ’06)

１．交通分野からのCO2排出量及び大気汚染の削減について、日本のリーダーシップにより、アジア諸国を含めた国際連携の
具体的な方向性を検討し、関連国際枠組へ提言。

２．アジア諸国に対するモーダルシフトの促進、自動車の低公害化・燃費改善に係る提案等、日本のリーダーシップにより、アジ
アにおける環境に関する連携を推進。

アジアにおけるCO2排出量の急増、

大気汚染問題の深刻化

アジアにおける国際連携

○日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合に基づく「環境に

優しい交通政策形成支援事業」の推進
○日中韓物流大臣会合の行動計画(2006年9月)

において「環境にやさしい物流政策に関する意
見交換」に合意

0

5

10

15

20

25

1980 1990 2003

中国 ASEAN７ インド

グローバルな枠組みにおける国際連携

○Ｇ８サミットにおける先進国の連携強化

○COP/MOP等における気候変動対策の
検討
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○京都議定書目標達成計画において、国土交通省は「交通分野及び社会資本整備分野における京都メカニズムの推進・活用について主体的に取り
組む」と位置付け。

○社会資本整備分野におけるＣＤＭの活用・推進のため、国内建設会社に対するCDM活用推進方策、社会資本整備分野における環境技術の
CDMへの適用可能性に関する調査を実施。

○これまでに、３件のCDMプロジェクトが日本政府の承認を受け、うち２件はCDM理事会に登録済み。

国土交通省の取組

プロジェクトを実施していくために必要な基本
的ルール等を分かり易く示したパンフレットを
作成・周知

インドネシア及びベトナムにおい
て、ＣＤＭを活用したインフラ整
備手法のセミナーを開催

埋立処分場において発生するメタンガスを回
収し、発電を行うことによって温室効果ガスの
排出を削減する。

エレバン市ヌバラシェン埋立処分場メタン
ガス回収・発電プロジェクト（アルメニア）

国土交通省におけるＣＤＭの取組国土交通省におけるＣＤＭの取組みみについてについて

京都議定書の温室効果ガス６％削減の実現を図るため、国土交通分野におけるＣＤＭを活用した新規の温室

効果ガスプロジェクトの形成の促進を図る。

マラッカ市クルボン 終処分場における
LFG回収及び発電CDM事業（マレーシ

ア）

廃棄物埋立 終処分場からの発生ガス(LFG)
を回収し、発電する（系統電源接続、2MW)。

埋立処分場において発生するメタンガスを回
収し、発電を行うことによって温室効果ガスの
排出を削減する。

トビリシ市埋立処分場メタンガス回収・発
電プロジェクト（グルジア）

プロジェクト事例
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○二酸化炭素の吸収・放出量分布の定常的評価

地球全体をカバーする観測・監視体制の構築を長期的視野で推進
地球環境の過去、現在、将来に関する知見を充実

・ 気象庁では、地球温暖化、オゾン層破壊、黄砂、海洋汚染等、多様な地球環境問題への対応に必要な基礎情報を提供しており、そ
の中心的な取組みとして、地球温暖化の観測・監視・予測を実施

・ 様々な観測手段を適切に配置、運用 （観測手段：地上観測、高層観測、衛星観測、航空機観測、海洋気象観測船、中層フロート等）
・ こうして得られたデータを 新の解析・予測技術を駆使して分析・評価

温室効果ガスの世界中の観測データを収集

⇒気象庁の世界気象機関（ＷＭＯ）温室効果ガス
世界資料センターとしての機能

国内外の関係機関の温室効果ガス観測データを
収集した観測データを広く一般に発信

地域ごとの二酸化炭素の吸
収・放出量分布を分析、提供

地球温暖化の観測・監視情報の強化地球温暖化の観測・監視情報の強化

・気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）へのインプット
・国内における地球温暖化対策の基礎となる情報の提供

（地球温暖化に伴う気候変化が生態系等へ与える影響を評価し、変化した気候状況における国内対応策を検討）

日本付近のより詳細な予測

○温暖化による気候変化の詳細な予測

地球全体の予測

気温分布の例

気象庁の
専門的技術を結集

データ分析

成果の活用
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・

都市の
ヒートアイランド
現象の解消

東京等での関連
施策の集中実施

ヒートアイランド現象の緩和に向け、平成16年3月にヒートアイランド対策関係府省庁連絡会において、

「ヒートアイランド対策大綱」を策定。同大綱に基づき観測・監視、調査・研究から、まちづくりや緑地整備
等の具体的事業、税制等の誘導措置など各種対策を総合的に実施

人工排熱の低減

国土交通省の国土交通省のヒートアイランドヒートアイランド対策対策

エコまちネットワーク整備事業広域的な水と緑のネットワークの形成

都市形態の改善

既存緑地の保全

緑豊かな水辺の創出

公園による緑の創出

緑豊かな道路空間の形成

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ予測ﾓﾃﾞﾙの作成

観測・調査研究
の推進

国土交通省環境行動計画モデル
事業として施策を集中的に実施

道路に緑を増やし、厳しい暑さから
歩行者を守る舗装を敷設

散水

遮
音
壁
緑
化

保水性舗装

地表面被覆
の改善

保水性舗装

屋上緑化等
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コンパクトなまちづくりコンパクトなまちづくり

様々な都市機能がコンパクトに集積したまちづくりを推進するため、中心市街地活性化法等を改正。「中心市街地の活性化を図る様々な都市機能がコンパクトに集積したまちづくりを推進するため、中心市街地活性化法等を改正。「中心市街地の活性化を図る
ための基本方針」（平成ための基本方針」（平成1818年年99月月88日閣議決定）において、「日閣議決定）において、「コンパクトなまちづくりが地球温暖化対策に資するなど、環境負荷が小

さなまちづくりにもつながる」としている。

２６

○誰もが移動しやすく、車に過度に頼ら
ないまち

○居住、公共公益施設、事業所、商業
等が集積したまち

○まちの良いところを活かしたまち

都市機能が集積した
賑わいのある「まち」

都市のストックや
歴史・文化を活用した「まち」

都市機能に
アクセスしやすい「まち」

様々な都市機能がコンパクトに集約した、歩いて暮らせるまちづくり

都 市 構 造 改 革

［コンパクトなまちづくりのイメージ］［コンパクトなまちづくりのイメージ］



良好な自然環境の保全・再生・整備
～生物多様性に資する国土交通省の取組み～
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都市内緑地・里地里山の保全・再生都市内緑地・里地里山の保全・再生

○人間にとって、野生生物の生
育・生息環境として極めて有用
な里地里山の自然環境を、多様
な主体の参加により整備・保全
し将来に継承、里地里山の自然
環境の重要性の普及啓発を図る
拠点を全国展開

生物多様性保全、環境教育、市民参画型社会形成、都市のみどりの国民運動等を積極的に推進するため

人間と自然のふれあい・共生の場である 「里地里山」 を現在・将来にわたって保全・活用することが必要

生活・生産活動等、人為の働きかけの減少により、絶滅危惧種をはじめ多くの生物が生息・生育する里地里山の適切な持続が困難

緑地・歴史的風土の保全・整備・管理に係る現行制度
土地利用規制・税制措置・補助・助成・NPO支援など、様々な仕組み・手法の総合的な活用

緑地の保全・整備の
ための 総

合的な計画

土地利用規制等による 緑
地・歴史的風土の保全

「緑の基本計画」

策定の推進

緑地保全地域・特別緑地保全地区

近郊緑地保全地域・近郊緑地特別保全地区

歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区

風致地区制度

地区計画等緑地保全条例制度 等

緑地保全のための管理協定制度

市民緑地契約，緑地管理機構制度
（NPO法人等の参画）

緑地協定制度 等

様々な担い手による
緑地保全・整備の仕組み

○ 各都市における水と緑と歴史のネットワークづくり
○ 国営公園等における里地里山保全リーディングプロジェクトの推進・展開

国営公園里山の森ネットワーク構想（仮称）

あわせて、地球温暖化や廃棄物・リサイクル問題などの
環境問題に対応するため、個人やＮＰＯ、民間企業など、
社会全体が環境に配慮した行動に取り組みむような社会
的環境の形成を促進する環境配慮行動啓発機能、地域に
固有の野生植物種(遺伝子)等の保全や繁殖を行う地域植
物遺伝子保全増殖機能等の充実についても積極的に展開

国営公園におけるこれまでの取組

○参加体験型環境教育指導者プロ
グラム「プロジェクト・ワイル
ド」の実践 ○
その他、国営木曽三川公園「環境
教育プログラム」をはじめ、NPO、
学校等と連携した環境教育・学習
プログラムの実践

都市公園事業（自然再生緑地整備事業等）

古都及び緑地保全事業

緑地環境整備総合支援事業

市民緑地等整備事業 等

緑地・歴史的風土の保全・整備のための事
業制度等
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自然と共生する社会の実現に向けた河川・海岸における取組み自然と共生する社会の実現に向けた河川・海岸における取組み

多自然川づくり・自然再生事業の推進による良好な河川環境の形成に向けた取組み

＜施工後（約2年）＞
瀬や淵が形成され、水際の
よどみや植物の落とす影が
魚たちの生息場となってい
る。

＜施工前＞

両岸ともコンクリート護岸で
固められ、水辺の生物の生

息場がほとんどない。

貫川（福岡県）の多自然川づくりの例
松浦川（佐賀県）の自然再生事業の例

「河川の氾濫原的湿地を再生」「人と生物
のふれあいの再生」を目標として、地盤の
掘り下げ、シードバンク手法による植生復
元などを実施。

昔あった豊かな生態系
を育む湿地環境の回復

平成１６年９月現在松浦川

河川環境の保全を目的とし、流域の視点から、人為的に制約を受けた「川のシステム」を元に戻す（＝再自然化する）河
川事業。また、極力人間の手を入れず、自然の復元力を活かして実施。

平成１８年１０月に「多自然川づくり基本方針」を策定。今後は「多自然
川づくり」をすべての川づくりの基本とし、川づくりのあらゆるプロセスを
通じて「多自然川づくり」を実現していく。

多自然川づくり 自然再生事業

釧路川（北海道）の自然再生事業の例

開削されて直
線化された区

間６

旧川箇所

現在の流路

蛇行河川に
復元自然再生の取り組みの

一つとして、釧路川の
茅沼地区において蛇行
河川の復元を計画して
いる。

○○川

河川と流域との落差
解消の取組み

河川と農業水路の落
差解消のため、階段式
魚道等を整備

エコロジカルネットワークの推進

河川の上下流方向及び河川と流域との連続性を確保する
ための魚道整備、段差解消等を実施

よどみ域

ワンド形成

魚道

魚道整備等による魚の遡上・
生息環境改善に向けた取組み

 

他事業との 

連携等 

支援ネットワーク

構築と人材の育成 

自然共生型海岸づくり 
（各々の環境特性に応じた 
多様な生物への配慮）

海岸の環境特性に応じた海岸づくり 

役割分担 合意形成

情報の蓄積・解析と情報公開 

アダプティブ・ 

マネジメント 

 

他事業との 

連携等 

支援ネットワーク

構築と人材の育成 

自然共生型海岸づくり 
（各々の環境特性に応じた 
多様な生物への配慮）

海岸の環境特性に応じた海岸づくり 

役割分担 合意形成

情報の蓄積・解析と情報公開 

アダプティブ・ 

マネジメント 

ＮＰＯ等によるモニタリング

現地調査を含めてワークショップ
を開催

子供たちとアカウミガメの
ふ化調査を実施アカウミガメの上陸

ＮＰＯ等によるモニタリング

現地調査を含めてワークショップ
を開催

子供たちとアカウミガメの
ふ化調査を実施アカウミガメの上陸

防護・環境・利用の調和した海岸づくりの推進

ブッシュ
(低木・自然植生等）

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生
息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する多自然川づくり等を推進。
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藻場・干潟等自然環境の保全・再生・創出藻場・干潟等自然環境の保全・再生・創出

過去に劣化・喪失してきた自然環境を少しでも取り戻し、良好な水環境を創出するため、港湾整備により発生し
た浚渫土砂を有効活用し、覆砂、藻場・干潟等を再生・創出する自然再生事業を実施している。

過去に劣化・喪失してきた自然環境を少しでも取り戻し、良好な水環境を創出するため、港湾整備により発生し
た浚渫土砂を有効活用し、覆砂、藻場・干潟等を再生・創出する自然再生事業を実施している。

○干潟等の機能

・ アサリ等の貝類をはじめとして魚類・鳥類・水生植物等の
多様な生物が生息

・ 潮の干満に伴い、海水が砂泥層で濾過される等、高い水
質浄化機能を有している

・ 潮干狩りやバードウォッチング等、親水空間を提供

覆砂・干潟造成による効果の例

覆砂前

汚泥

覆砂前

汚泥

覆砂後

汚泥

覆砂後

汚泥

汚泥への覆砂による水質改善

干潟等の造成による生
態系等の再生

大阪港

三河湾尾道糸崎港

広域的な浚渫土砂の有効活用を図ることで、これらの取組を一層推進広域的な浚渫土砂の有効活用を図ることで、これらの取組を一層推進 ３０



海洋汚染への対応海洋汚染への対応

○バラスト水対策○油汚染対策

○バラスト水に混入した生物が、世界中に拡散する。
○拡散した生物が、本来の生息地でない場所で生態系の破

壊、経済活動・人の健康への被害を発生させる。

○２００４年にバラスト水の管
理（バラスト水中の生物・
病原体の殺滅・除去処理
等）を義務付けた「バラスト
水管理条約」が採択

○条約の締結に向けて、バラ
スト水の国内の海洋環境
及び船舶交通に与える影
響等の調査を実施

○サブスタンダード船排除のための、国
際的船舶データベース（ＥＱＵＡＳＩＳ）
の構築、ポートステートコントロール
（ＰＳＣ）の推進等

○平成１８年７月より、日、中、韓及び露
の協力の枠組みを取りまとめた「ＮＯ
ＷＰＡＰ地域油流出緊急時計画」の地
理的適用範囲を拡大

○油汚染は近年減少傾向にあるものの、依然として海洋
汚染発生確認件数全体の過半数を占めている。

○国際条約の基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）
の存在が大きな要因

油流出事故

○漂流・漂着ゴミ対策

○国内に限らず外国由来のものを含めたゴミが大量に漂着
○それを放置した場合、海岸保全施設の防護機能の阻害

や良好な海岸環境の悪化が懸念されるところ

○平成１９年３月に、関係省庁による局
長級の対策会議において当面の対策
がとりまとめられた。

○閉鎖性海域の底質等の対策

閉鎖性海域等においては、過去の埋立て等に必要な土砂
採取による大規模な窪地が存在し、青潮の原因となる貧酸
素水塊の発生源の一つと考えられている。また、ダイオキ
シン等有毒物質の底質への蓄積等の問題が生じている。

浚渫土砂等を有効活用し、
青潮の発生原因の一つと考
えられる深掘跡の埋戻しを
実施。

また、底質のダイオキシン
類等を除去するため、浚渫
等を実施。

青潮（平成１７年１０月、千葉県沖）

①有毒プランクトンによる養殖貝の
毒化（豪州）

②ムール貝の一種の異常発生によ
る発電所の停止（五大湖）

①これを食べた貝は、毒を
持つ。(ウズベンモウソウ)

②冷却水取水口を目詰ま
りさせたムール貝の一種
(カワヒバリガイ)

大量のゴミが漂着した海岸

【国土交通省関係施策】
・河川等に捨てられたゴミに対する

河川管理者による監視
・海面に浮遊するゴミや油の回収及び

予測技術の研究開発
・大規模な漂着ゴミについて海岸管理

者が緊急的に行う処理への支援 など ３１



・河川水量の減少、水辺空間の喪失
・閉鎖性水域の水質悪化
・都市型水害の頻発
・陸域水面の減少
・海岸線の後退
・山林の荒廃 等

○東京都の水面面積

干上がった河川 海岸線の後退

閉鎖性水域の
富栄養化

水や土砂、生態系に加え、栄養塩類等も含む多様な循環系の再構築をエ
ネルギー利用の効率化も考慮して推進します。

「国土の質を回復する」総合的取組

○持続可能な流域管理手法の方針策定

○モデル地域における「健全な循環システム計画」の策定

○関係機関との連携による総合的な計画の実施支援

○都市域の水・物質循環関係構築に向けた取組みの推進

○総合的な土砂管理に関する取組みの推進

○循環の阻害による弊害の現状

現状の課題

(左：1908年 右：1980年）

栄養塩等の流入

浸食対策

健全な循環システムの再構築

土砂の流入

高度処理

エネルギー利用の効率化

エネルギー利用の効
率化

都市型水害
の発生

下水処理水
再利用

下水道

水・物質循環システム健全化プログラム

水量・水質の保全

沿岸生態系の健全化

湧水の保全
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河川水の導水ダムによる水量確保

河川・湖沼の浚渫

透水性舗装

公園緑地の保存

雨水の貯留浸透

下水道の整備

下水の高度処理水の利用

下水処理水の利用

河川水の浄化

合流式下水道の改善

水環境の悪化が著しい河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等において、
水質の改善、水量の確保を図るため、河川管理者、下水道管理者、地元
自治体及び関係者が一体となって「水環境改善緊急行動計画」を策定、水
環境改善施策を総合的かつ重点的に推進（清流ルネッサンスⅡ）。

●河川浄化事業
●流水保全水路
●ダム貯水池水質保全
●その他

●河川浄化事業
●流水保全水路
●ダム貯水池水質保全
●その他

●公共下水道事業
●流域下水道事業
●都市下水路事業
●水質改善下水道事業
●都市水環境整備下水道事業

●公共下水道事業
●流域下水道事業
●都市下水路事業
●水質改善下水道事業
●都市水環境整備下水道事業

●水路などの水質浄化事業
●合併処理浄化槽の設置
●農業集落排水事業
●畜産排水対策
●雨水浸透施設の設置
●美化清掃活動
●排水規制
●その他

●水路などの水質浄化事業
●合併処理浄化槽の設置
●農業集落排水事業
●畜産排水対策
●雨水浸透施設の設置
●美化清掃活動
●排水規制
●その他

清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
Ⅱ

清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
Ⅱ

河川事業河川事業

下水道事業下水道事業

市町村や
地 域 住 民
などの取り
組み

市町村や
地 域 住 民
などの取り
組み

●河川浄化事業
●流水保全水路
●ダム貯水池水質保全
●その他

●河川浄化事業
●流水保全水路
●ダム貯水池水質保全
●その他

●公共下水道事業
●流域下水道事業
●都市下水路事業
●水質改善下水道事業
●都市水環境整備下水道事業

●公共下水道事業
●流域下水道事業
●都市下水路事業
●水質改善下水道事業
●都市水環境整備下水道事業

●水路などの水質浄化事業
●合併処理浄化槽の設置
●農業集落排水事業
●畜産排水対策
●雨水浸透施設の設置
●美化清掃活動
●排水規制
●その他

●水路などの水質浄化事業
●合併処理浄化槽の設置
●農業集落排水事業
●畜産排水対策
●雨水浸透施設の設置
●美化清掃活動
●排水規制
●その他
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河川事業河川事業

下水道事業下水道事業

市町村や
地 域 住 民
などの取り
組み

市町村や
地 域 住 民
などの取り
組み

水環境改善の取組み～河川・湖沼等の水質改善と水辺を活かしたまちづくり～水環境改善の取組み～河川・湖沼等の水質改善と水辺を活かしたまちづくり～

○美しい水環境をとりもどし地域の自然・歴史・文化を活かした
川づくりを地域と連携して実施することにより、良好な水辺空間
をつくり出す。

○景観に配慮した河川・渓流・海岸景観の形成を推進する。

水質の改善により、美しい水環境を取り戻し、観光の名所に。

松江堀川（島根県松江市）
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堀川遊覧
観光客数

千人

宍道湖からの導水、
底泥浚渫、周辺地
域の下水道の整備
等により水質が改善、
堀川遊覧船も就航
を開始し、新たな観
光名所として、入り
込み観光客数も増
大。

歴史的町並みと川が一体となった魅力ある水辺環境に。

 

歴史・文化的要素を活
かした河川

自然の石や地形を利
用した砂防施設

砂浜端部に滑らかな収束感を
与える突堤

景観ガイドラインを踏まえた
良好な水辺空間の整備促進

○ 巡視（パトロール）、ＣＣＴＶ等によ

る監視

○ 警告・啓発看板等の設置

○ 愛護モニター制度やアドプト制度

を活用した監視や啓発 等

河川・海岸美化の推進

浄化用水の導入や川底の浚渫事業、下水道
の整備により水環境改善に努めている勢田
川は石段の残る商家や蔵が昔ながらの姿を
今に残している伊勢の町並みと一体となって
良好な空間を形成。

水と緑あふれるまちづくり

勢田川（三重県伊勢市）

浄化用水の導入に
よる水質浄化

綾瀬川（埼玉県）

勢田川（三重県）

不老川（埼玉県）

底泥浚渫による
水質浄化対策

下水処理水の上流還元によ
る水質改善・水量回復

雨水貯留浸透の推進等
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日本と諸外国の高度処理の普及状況

赤潮の発生
（三河湾）

湖沼、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）等では水質改善が
一向に進んでおらず、諸外国と比べて後れている高度処理の普
及が必要

○高度処理の普及

合流式下水道は、雨天時に未処理下水の一部が放流され、公
衆衛生上、水質保全上問題であり、古くから下水道に取り組ん
でいる東京都区部、大阪市等全国１９１都市で改善が必要

○合流式下水道の改善

お台場に漂着した
オイルボール

神田川

合流式下水道の問題点（イメージ） 未処理下水の放流状況とその影響

水環境改善への取組みと水系リスク管理の推進水環境改善への取組みと水系リスク管理の推進
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処理人口普及率

高度処理人口普及率

◇合流式下水道の採用状況
１９１都市 ：全下水道実施都市（1,899都市）の１割
２２万ｈａ ：全下水道処理区域面積（約１３７万ｈａ)の２割
約２０% ：全下水道処理人口普及率（約６８%)の３割

雨水

汚水

雨天時には、未処理下水の
一部がそのまま流出

汚水+雨水

雨水

汚水

雨天時には、未処理下水の
一部がそのまま流出

汚水+雨水

○水系リスク管理の推進

下水道未普及地域の中でも、水道水源水域など、水質上重要な地域におい
て下水道整備を一定期間に概成させる「下水道未普及解消クイックプロジェク
ト」を平成１８年度から鋭意推進することで水質浄化を図るとともに、流域内の
河川部局と下水道部局との連携、ＰＲＴＲ法基本方針に基づく化学物質管理
計画の策定及び実施を図ることで、水系リスク管理強化を推進

処理水

住民参加

Ⅰ．重点化

下水道整備重点化区域

整備済区域

下水処理場 Ｔ

① 下水道計画区域の見直し
・都市周辺部での人口減等を踏まえ

下水道計画区域を見直し

② 下水道整備重点

化区域の設定
・水道水源、指定湖沼等の

重要水域
・人口が集中した地区 等

下水道未普及解消クイックプロジェクト
による早期の未普及解消

Ⅱ．効率化

○河川部局と下水道部局との連携強化による緊急時連絡
体制の整備、強化

○ＰＲＴＲデータの活用による水系リスク予測
→下水道に流入する化学物質の把握により、処理区域

内から水域に流出する恐れのある物質を把握

○ＰＲＴＲ法基本方針に基づく化学物質管理計画の策定
→関係行政機関、住民とのリスクコミュニケーション

の促進

平常時

緊急時(大規模地震発生時など）

有害物質等の
河川への流出

リスク
伝播

水道事業者

河川管理者

下水道
経由

下水道
管理者

情報提供

ＰＲＴＲデータ
を活用した
情報の収集

情報提供

リスク伝播リスク伝播
の阻止の阻止

上流側都市での
工場等被災

下流側都市

上流側都市

○平常時より水系リスクに関係するデータの収集
と連携の強化により、緊急時のリスクに対し迅
速かつ適切に対応し、下流側の水道水源の水
質対策を推進

未普及地域の解消及び平常時及び緊急時の対応確立により、
水系リスク管理を推進

水系リスクへの対応

○計画・設計施工手法の見直し

・低コストで早い整備手法への転換

・新技術の開発・採用、ローカルルール
の導入等を検討

○関連事業との連携強化

出典：愛知県
水産試験場 ３４



第１回アジア・太平洋水サミット
１．会 期： ２００７年１２月３日（月）、４日（火）
２．開催地： 大分県 別府市

３．主催者： アジア・太平洋水フォーラム
（第４回世界水フォーラムで設立宣言）（会長：森喜朗元総理）

４．目 的： アジア・太平洋地域４７ヶ国において、水関連政策を統括する立場にある各国政府首
脳級及び国際機関代表等を含めたハイレベルが、水に関し
て幅広い意見交換を行い、水問題の重要性を認識し相互に協力し
て取り組むことにより、世界の水問題の解決やアジア地域における
国連ミレニアム開発目標等の達成を図る。

５．取り上げる課題

Ａ）水インフラと人材育成 Ｂ）災害管理 Ｃ）発展と生態系のための水

世界水フォーラム

世界の重大な水問題を討議するために、World Water Council（ＷＷＣ：世界水会議）が主催する会議。３年

に一度、３月２２日の「世界水の日」を含む時期に１週間程度開催。

日本は、２００３年に第３回世界水フォーラム（於：京都）を主催するなど、水に関 する国
際的および地域的取組・協力に主導的役割を果たしてきた。
（第３回世界水フォーラム事務局名誉総裁：皇太子殿下、会長：橋本元総理）

第４回は２００６年３月に 「地球規模の課題のための地域行動」をテーマとし
てメキシコで開催。

国際的水問題の解決国際的水問題の解決

第４回世界水フォーラム

会場予定地（大分県別府市）

全地球規模で深刻化するであろう水危機に対し、情報提供や政策提言を行うことを趣旨として、世界水フォーラムやアジ
ア・太平洋水サミットの開催を通じて、水環境問題を含む地球規模の水問題の解決を図る。
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計画決定プロセスにおける環境の内在化計画決定プロセスにおける環境の内在化

事業の構想段階における住民参加の手続きについては、平成１５年６月に『国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民
参加手続きガイドライン』を策定し、複数案の作成、公表などのプロセスを各事業等の運用指針等に導入し、環境的側面、経済的側
面、社会的側面等の総合的な検討にむけて取り組みを推進している。

平成１６年６月より『国土交通省環境行動計画』を策定し、構想及び計画段階において、事業の計画案を策定するに当たり、環境の
保全・再生・創造の観点等から総合的に評価する仕組みについて検討し、試行的な取組みを進めている。

【構想段階】

計画検討プロセス 市民参加プロセス（ＰＩ）

概略計画案の選定

市民参加プロセス （Ｐ
Ｉ）：構想段階における
計画プロセスの透明性、
客観性、合理性、公正
性を高めること、及びよ
り良い計画づくりに資
することを目的として、
市民等への情報提供、
市民等からの意見把握、
計画への反映を行う手

続き。

計画検討の発議

計画の必要性の確認

複数案の設定
評価項目の設定

（環境面、社会面、経済面等）

複数案の評価

市民等 と
の コ

ミュニケー
ション

②第三者委員会の設置
複数案の検討等について、事業の

特性や地域の実情等を勘案し、客観的
な立場から環境専門家などの学識経

験者等より助言いただく委員会を設置

[ プロセスの円滑化、客観性の確保 ]

関係地方自治体との連携、調整し、地域の環境保全方針などの 既存
構想等との整合性を確保しながら実施

①協議会の設置
学識経験者等、当該事業に関係

を有する住民代表、事業者団体、地
方公共団体等の関係者からなる意見
の集約・調整を図るため協議会を設

置
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環環 境境 教教 育育

「子どもの水辺」再発見プロジェクト

■地域の市民団体、教育関係者、河川
管理者等が一体となって、子どもの
水辺協議会を設置。

■「子どもの水辺サポートセンター」
が水辺協議会の活動を支援（資機材
の貸出等）。

■水辺の整備が必要となる箇所を「水
辺の楽校」として河川管理者等が整
備を実施（水辺の楽校プロジェク
ト）。

「子どもの水辺」での活動

（近木川（大阪府））

身近な水環境の全国一斉調査

■統一日を中心に全国一斉に同一

手法による身近な水環境の水質

調査を市民団体等と国土交通省

が協働で実施し、その結果をわ

かりやすく表示したマップを作成。

プロジェクトワイルド

海辺の環境教育の推進

■港湾は、海辺の自然環境の大切
さを体験的に学び、考えることがで
きる場。港湾を活用し、自治体やＮ
ＰＯなどが行う親子向けの自然体
験プログラムを提供する「海辺の
自然学校」等を国土交通省が支援。

河川においては、子供の水辺再発見プロジェクトや身近な水環境の全国一斉調査などの水環境に関する理解と関心を深め
る施策を実施し、同様に海岸や港湾においても海浜整備をおこないながら近隣住民に環境配慮の大切さを伝えているところ。
公園緑地については市民のレクリエーション活動、健康運動、文化活動等の拠点の形成につとめているところ。

■プロジェクト・ワイルドは、「自然と環境のために行動
する人」を育成するための環境教育プログラム。■生き
物などの多様性に富む公園緑地の空間を活用し、国営
公園をはじめとする全国各地で実施。
■プロジェクト・ワイルドの指導者養成講座を開催し、約
1万3千名の指導者が誕生(平成18年12月31日現在）

プロジェクト・ワイルドの

開催の様子

（国営武蔵丘陵森林公園
（埼玉県））
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循環型社会構築のための国土交通省の取組み
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建設副産物に関するリサイクルの取組み建設副産物に関するリサイクルの取組み

建設業から排出される産業廃棄物は全産業廃棄物の約１
９％を占めている（平成１６年度環境省調査結果）。

産業廃棄物の業種別排出量

（単位：トン、平成１６年度、環境省資料より作成）

その他　90万(2%)

建設混合廃棄物
850万
(21%)

建設汚泥
840万
(20%)

建設発生木材
390(9%)

コンクリート塊
1,290万(32%)

アスファルト・
コンクリート塊

680万
(16%)

平成７年度
全国計
4,150万

建設汚泥
190万(32%)

建設混合廃棄物
210万(34%)

その他
60万
(10%)

アスファルト・コンクリート塊
40万(7%)

コンクリート塊
60万(10%)

建設発生木材
40万(7%)

平成１７年度
全国計
600万

建設廃棄物の品目別 終処分量（単位：トン）

その他の業種
5,200万(13%)

鉱業
1,300万(3%)

化学工業
1,700万(4%)

鉄鋼業
3,700万(9%)

パルプ・紙・
紙加工品製造業

3,700万(9%)

建設業
7,900万
(19%)

農業
8,900万
(21%)

電気・ガス・熱供給・
水道業

9,200万(22%)

計
41,700万

58.2

92.291.6
84.9
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建設廃棄物全体における
再資源化等の状況

（国土交通省調査）

【これまで取り組んできた建設リサイクル推進施策例】

循環型社会の構築を先導すべく、これまで建設リサイクル法
の制定、建設リサイクル推進計画２００２の策定等に取り組
んできたところであり、一定の成果が得られている。

【建設副産物対策の現状】

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）
（平成１２年５月３１日公布、平成１４年５月３０日完全施行）

・特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を義務付けること
・解体工事業者について登録制度を実施すること
等を規定

建設リサイクル推進計画２００２
（平成１４年５月国土交通省事務次官通知）

・国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、
具体的施策等を示したもの

リサイクル原則化ルール
（平成１４年５月国土交通省関係課長通知、平成１８年６月改訂）

・国土交通省発注工事において、指定副産物の工事現場から再資源化施
設等への搬出や再生資材等の利用を義務付けたもの
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・「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」
建設汚泥の処理に当たっての基本方針、具体的実施
手順等を示したもの（平成18年6月策定）。

・「小口巡回共同回収システム」
建設混合廃棄物の量を削減するために現場での分別
を徹底し、少量化・多品目化した建設廃棄物を分別した
状態のまま効率よく回収する建設副産物小口巡回共同
回収システムの構築に向けて検討（平成17年6月協議会

設置）。

平成１９年１月社会資本整備審議会・交通政
策審議会に「建設リサイクル推進施策検討小
委員会」を設置。

本小委員会での議論を踏まえ、

国土交通省では平成１９年度内に「新たな建
設リサイクル推進計画（仮称）」を策定する予
定。

しかしながら、依然として建設発生木材、建
設汚泥等一部の品目ではリサイクルの取り
組みが遅れているなど、引き続き建設リサイ
クル施策の一層の積極的な展開が必要なも
のと認識。

品目別再資源化率（平成１７年度）

アスファルト・コンクリート塊
コンクリート塊
建設発生木材
建設汚泥
建設混合廃棄物

99%
98%
68%
48%
15%

【個別の取組み事例】

【建設副産物対策の課題】

建設副産物に関するリサイクルの取組み建設副産物に関するリサイクルの取組み

【建設リサイクル推進施策検討小委員会】
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交通分野におけるリサイクルの取組み交通分野におけるリサイクルの取組み

○ＦＲＰ廃船の適正な処理体制の確立
【平成17年度11月に10県（西瀬戸内、北部九州地区）で
システム運用開始】実施主体：（社）日本舟艇工業会

○ＦＲＰ廃船の適正な処理体制の確立
【平成17年度11月に10県（西瀬戸内、北部九州地区）で
システム運用開始】実施主体：（社）日本舟艇工業会

○平成18年度29府県に対象地域を拡大、平成19年度に全国展開。
○国土交通省としても、本システムの周知広報、「廃船処理協議会」

における地域関係者間の情報共有等引き続き支援。

○平成18年度29府県に対象地域を拡大、平成19年度に全国展開。
○国土交通省としても、本システムの周知広報、「廃船処理協議会」

における地域関係者間の情報共有等引き続き支援。

○ＦＲＰ船の製品特性（大型かつ高強度で破砕困難、全国に薄く広く
分布、耐用年数が長期）から市町村単位での処理は困難であり、
廃船処理ルートが未確立

○ＦＲＰ船の不法投棄、放置船の沈廃船化により社会問題化

○ＦＲＰ船の製品特性（大型かつ高強度で破砕困難、全国に薄く広く
分布、耐用年数が長期）から市町村単位での処理は困難であり、
廃船処理ルートが未確立

○ＦＲＰ船の不法投棄、放置船の沈廃船化により社会問題化

ＦＲＰ船リサイクル自動車リサイクル

○年間約400万台の使用済自動車が国内で処理され、埋立処分場
がひっ迫。

○自動車の不法投棄及び不適正処理が問題化。

○年間約400万台の使用済自動車が国内で処理され、埋立処分場
がひっ迫。

○自動車の不法投棄及び不適正処理が問題化。

○「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リ
サイクル法）」が平成17年１月本格施行

○「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リ
サイクル法）」が平成17年１月本格施行

国土交通省として、
○使用済自動車が解体されたことを確認し、「道路運送車両

法」に基づく抹消登録
○使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度の実施
により、自動車リサイクルの着実な実施、不法投棄の防止を
図っている。

国土交通省として、
○使用済自動車が解体されたことを確認し、「道路運送車両

法」に基づく抹消登録
○使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度の実施
により、自動車リサイクルの着実な実施、不法投棄の防止を
図っている。 ４１



下水道施設を活用した資源・エネルギー循環システムの構築下水道施設を活用した資源・エネルギー循環システムの構築

＜下水汚泥のエネルギー利用ポテンシャル＞

精製したバイオガスをCNG車

の燃料として供給（神戸市）

汚水・生ゴミ  

剪定廃材 

家畜排泄物 

資源供給 

電 力  

エネルギー供給  

● 新資源回収システム開発 
・下水処理システムと一体的なシステム 

資源のみち 

バイオステーション： 
雨水貯留水等を水源とした下水管による円滑な資源回収拠点 

水・資源再生センター  

バイオガス 

汚泥燃料化

肥 料 

リン等の  

資源回収  

火力発電 

○下水汚泥は、量・質ともに安定し、収集の必要がない等、利活用に適したバイオマス資源
○エネルギー対策や地球温暖化対策の推進の観点から、カーボンニュートラルな下水汚泥をバイオガスや汚泥燃料として活

用することが重要
○さらに、下水道の管渠網や処理施設を活用して、生ごみや家畜ふん尿等のバイオマス資源を収集し、下水汚泥とともに一

体的にエネルギー資源等として再生することで、地域全体におけるバイオマス利用の 適化を実現

下水処理場

火力発電所
の燃料

CNG車の燃料

ガスエンジン

バイオガスを燃料と
したガス発電

下水汚泥

バイオガス汚泥燃料

石炭代替燃料として火
力発電所に供給

ガス発電

＜地域の資源・エネルギー回収・活用システム＞
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国内及び国際間における循環資源物流システムの構築国内及び国際間における循環資源物流システムの構築

ネットワークとして
CO２排出量、エネル
ギー消費量が少な
い海上輸送を活用

拠点として物流基
盤、施設用地、素
材型産業が立地し
ている港湾を活用

廃棄物

廃棄物生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

廃棄物

廃棄物

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

廃棄物

廃棄物＞廃棄物廃棄物 終処分の極小化

「オールジャパン」での循環型社会の構築の必要性

廃棄物

廃棄物生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

廃棄物

廃棄物

生産 消費

ﾘｻｲｸﾙ

廃棄物

廃棄物＞廃棄物廃棄物 終処分の極小化 廃棄物＞廃棄物廃棄物 終処分の極小化

「オールジャパン」での循環型社会の構築の必要性

地域内に限定した流動では
地域内で廃棄物が発生

（発生～リサイクルの収支バラ
ンスが取れない）

広域的な流動によりオール
ジャパンでのリサイクル

○ 地域内で処理しようとすればゴミであっても、広域的に流動させることにより、その
ゴミは資源となり得る。

リサイクルポートのイメージ

財務省「貿易統計」より

経済成長著しいアジア諸国に対する循環資源の輸出量の増大
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受入国において
循環資源の不適
正な処理や不法

投棄が原因とされ
る環境汚染が深
刻な問題に！

国内の循環資源物流システムの構築 リサイクルの拠点化と海上静脈物流ネット
ワークの形成

リサイクルの拠点化と海上静脈物流ネット
ワークの形成

○広域的な循環資源物流の拠点となる港湾を、
国土交通省がリサイクルポートとして指定（現
在２１港）し、以下の取組みを実施。
・港湾管理者による岸壁等の港湾施設の確保
・第３セクター等が行う積替・保管施設等の整
備に対する支援

○港湾管理者、リサイクル企業等が情報交換を
行う場の提供等、官民連携を促進

○港湾毎に異なる循環資源の取扱いルールに
ついて、国際循環資源への適用も視野に入れ、
国内基準の共通化に向けて検討

国際循環資源物流システムの構築

プラスチックくず
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○一般廃棄物等の処分計
画にあわせて計画的に海面
処分場の整備を推進する

○廃棄物の減容化、リサイ
クルの推進等により、海面
処分場の延命化を図る

背景

現行の取組

海面処分場の計画的な確保海面処分場の計画的な確保

0

10

20

30

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

(%
)

海面処分比率は平成10年
から16年の間にほぼ倍増

13.0%
23.8%

一般廃棄物の海面処分比率（全国）の推移一般廃棄物の海面処分比率（全国）の推移

出典：環境省資料より国土交通省港湾局作成
一般廃棄物の海面・陸上別処分比率一般廃棄物の海面・陸上別処分比率

（平成（平成1616年度）年度）

全 国

東京都

○全国では一般廃棄物の24%、大都市圏の東京都

では92%が海面処分場で 終処分されている。

○ 終処分場（陸上を含む）の残余年数は、一般廃

棄物は約13年、産業廃棄物は約6年と引き続き厳

しい状況となっている。

○内陸部における 終処分場の新規立地の困難性

から、海面処分場での 終処分への依存は高く、

港湾において計画的な整備が必要とされている。

陸上処分

海面処分
24％

陸上処分 海面処分
92％

近の港湾における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物埋立護岸等の整備を促進するため、
廃棄物埋立護岸等に係る港湾工事の費用に対する国の負担割合を引き上げる。（今国会に「港湾法及び
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案」を提出）

国費率 2.5／10 → 1／3 (内地等)、3／10 → 1／2 (沖縄)

廃棄物埋立護岸

海面処分場

一般廃棄物等浚渫土砂
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